
3A7 技術知識の減衰係数の 長期的特， 性 

0 光焔照久 ( 科学技術政策研究所 ) 

1 . まえがき 

最近、 技術知識の減衰関数に 関する研究が 進み 卜 。 ， 、 技術知識の減衰関数を 
用いて知的ストックを 算定できる条件が 整ってきた。 減衰関数を用いて 知的ス 

トックを算定するためには、 減衰係数の長期的時系列 デ一 タが 必要であ り、 登 

録 特許の権 利残存件数による 減衰 ヂ一クの 減衰要因分析から 得られた減衰係数 

の 長期的特性について 述べる。 

2 . 技術知識の減衰関数。 ， ㍉ 

いま、 t = t , において初期値 J ( t 」 ) を持っ技術知識の 減衰関数 J ( t , t ,) 

を 考えよう。 t における技術知識の 規格化減衰関数 G ( t , t 」 ) は 、 

G ( t , t 」 )=  J ( t , t 」 )/  J ( t ,) 

Ⅰ exp[ 一デ 屋 u(t  , t  ,)(S  a(t  一ひ 。 ) 一 S(I(t  。 ))]. Ⅱ・・・ (1) 

で 定義される。 

ここで、 ヴは 減衰要因の種類を 表す。 K 。 ( t , t ,) は減衰係数、 S 。 ( t ) は 減 

衰 要因の発生数の 累積、 り 。 は減衰要因の 発生から技術知識に 作用し減衰効果を 
発揮するまでに 必要なタイムラバ 、 t 。 は減衰要因 ヴ 0 発生開始時点であ る。 

式 (1) から、 

ん Ⅰ = 1/  ( S Cr( ち da 一ひ co +  て 。 ) 一 S (7( t d<7 一ひ 。 ))                                           (2) 
が 得られる。 

ここで、 t d 。 は減衰要因 ヴ による減衰開始時点、 て 。 は減衰開始時点から 減衰 

要因毎の規格化減衰関数が l / e になるまでの 時間であ る。 

8 . 減衰係数の長期的特性 
技術知識の減衰関数における 減衰係数は、 減衰要因の種類の 変化や、 工業所 

有権 制度の改正あ るいは経済情勢等の 外部環境変化を 鋭敏に反映することが 明 

らかにされている ， -6) 表 Ⅰに 1 9 4 8 年～ 1 9 8 6 年登録特許の 権 利残存 件 

数による減衰データの 減衰要因分析から 得られた減衰係数⑪を 示す。 表 Ⅰから 

得られる減衰係数の 長期的推移を 図Ⅰに示した。 

( 1 ) 減衰係数系列の 存在 

国Ⅰ左側の 1 9 4 8 年～ 1 9 6 8 年登録特許 ( 1 ～ W X に関する減衰係数の 
推移は第一の 減衰係数系列を 形成する。 主要な減衰要因は 1 9 7 0 年以前に 

出願され出願公告後登録された 登録特許に よ る技術知識 ( 減衰要因 A ) であ る。 

図 Ⅰ真中の 1 9 7 8 年～ 1 9 8 6 年登録特許 ( ②～⑰ ) に関する減衰係数の 
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推移は第二の 減衰係数系列を 形成する。 主要な減衰要因は 出願公開制度 ( 1 9 

7 0 年特許法改正、 1 9 7 1 年 Ⅰ 月 1 日施行 ) により発生した 新しい形態の 減 

衰 要因、 即ち、 1 9 7 1 年以降出願され 出願公開および 出願公告後登録され 
た登録特許による 技術知識 ( 減衰要因 B ) であ る。 

このように、 1 9 7 0 年以前出願の 登録特許から 構成される減衰要因 A と 

1 9 7 1 年以降 出 預の登録特許から 構成される減衰要因 B とでは、 技術知識 

に 対する公開 歴 が異なっているため、 その作用効果に 大きな相違が 生じ、 減 

衰 要因 A に係る減衰係数 ( 図 Ⅰ左側 ) と減衰要因 B に係る減衰係数 ( 図 Ⅰ右側 ) 

は 、 図 1 に示すようなそれぞれの 減衰要因に基づく 二つの減衰係数系列を 構 

成する。 ( 1 9 7 1 年以降出願特許のうち、 出願日から 1 年 6 ケ月 以内に公 

告された 後 登録された登録特許は、 公開歴の観点からは、 木質的に 1 9 7 0 

年 以前の出願特許の 場合、 即ち減衰要因 A と同じであ る。 1 9 7 1 年以降の 

出願登録特許において、 この手続きによる 登録特許は 1 % 以下であ りここで 

は 無視した。 ) 

1 一 1 は登録後 8 年間における 減衰係数値であ る。 戦後の産業活動が 低迷 

する中での出願特許の 登録後早い時期における 技術知識の価値 ( 効用 ) の急激 

な低下による 初期減衰であ る。 この初期減衰は 1 9 5 1 年登録特許までは 続 

くものと思われる。 

1 一 2 は初期減衰後の 減衰係数値であ る。 1 一 2 から 1 一 8 への減衰係数 

の 変化あ るいはⅡ 一 Ⅰは戦後の経済復興に 起因するものと 考えられる。 1 一 

2 は権 利者が法人の 場合には現れないので、 経済復興による 個人権 利者の経 

清酌好転によるものであ ろう。 

1 一 8 から 1 一 4 への変化、 D 一 ⅠからⅡ 一 2 への変化あ るいはⅢは 、 1 

9 5 9 年特許法改正 ( 権 利侵害に対する 権 利者救済規定、 1 9 6 0 年 4 月Ⅰ 日 

施行 ) によって、 登録更新時における 意志決定の判断基準等が 変化 ( 権 利者が 

権 利を少しでも 長く維持しようとする 特許性向に変化 ) した結果であ る。 また、 

岩戸景気 く Ⅰ 9 5 8 年下期～ 1 9 6 1 年下期 ) という恵まれた 経済環境の影響 
もあ ろう。 

図 Ⅰ左側の第一の 減衰係数系列に 属する 1 9 6 3 年登録特許 (W) および 1 

9 6 8 年登録特許 (V ) の権 利存続期間は 1 9 7 2 年 7 月 1 日 ( 減衰要因 B の発 

生開始時点 ) 以降も存続するため、 1 9 6 3 年および 1 9 6 8 年登録特許に 関 

する減衰係数は、 当初は減衰要因 A による一つの 減衰係数値Ⅳ 一 1 および V 

一 Ⅰであ るが、 1 9 6 3 年登録特許 (W ) では 1 9 7 4 年から、 1 9 6 8 年 登 

録 特許 (V ) では 1 9 7 5 年から減衰要因 B に基づくより 高い減衰係数値 W 一 

2 および V 一 2 が発生し、 減衰要因 A に基づく減衰係数値 W 一 l および V 一 

Ⅰと共存する。 

即ち、 1 9 7 2 年 7 月Ⅰ日から 1 9 7 4 ～ 5 年の期間は、 主要な減衰要因 

が 減衰要因 A から減衰要因 B へ 交代する過渡期であ ることがわかる。 

次に、 図 1 右側における 1 9 7 8 年～ 1 9 8 6 年登録特許の 減衰係数は減 

衰 開始時点における 減衰係数値を 保って推移するが、 登録後 1 0 年目あ るい 

一 176 一 



は 1 3 年目に平均 1 . 6 5 倍高い減衰係数値に 変化する。 この変化は、 出額年， 

出願公告 年 および登録年に 拘らず、 登録後 1 0 年目あ るいは 1 3 年目におい 

て 現れることから、 登録特許の更新に 伴う三年毎の 特許料の段階的上昇によ 
って生じたものと 思われる。 この減衰係数の 変化時点は登録 年が 1 9 7 8 年 

～ 1 9 8 0 年までは 1 3 年目であ るが、 1 9 8 1 年～ 1 9 8 4 年では 1 0 年 

目と小さくなっている。 

図 Ⅰ右側の特許料の 階段的上昇に 帰田した減衰係数の 増大現象はまだ 全貌 

をみせてはいないが、 これが第三の 減衰係数系列を 形成するであ ろう。 これ 

は 登録特許の登録更新に 関する意志決定において、 「特許維持によって 得ら 

れる価値 ( 効用 ) が更新による 維持コストより 大きいかどうか」 という価値 判 

断 基準が重視され 始めていることを 示唆している。 

(2 ) 減衰開始時点あ るいは外部環境変化による 減衰係数の変化時点における 減 

衰 係数と減衰要因の 発生数の累積との 関係 

図 Ⅰにおける減衰係数は、 全体的な傾向としては、 各減衰係数系列毎に 時 

間の経過と共に 減少していることが 分かる。 

図 Ⅰにおいて、 減衰開始時点の 減衰係数 ( 減衰係数を示す 実線の左端 点 : 0 、 

口印 ) は 式 (2) によって与えられる。 

式 (2) から、 減衰要因 0 の発生数が時間に 関して増加関数であ れは K 。 は 

時間経過により 減少し 、 時間に関して 一定であ れば K " は 一定であ り、 時間に 

関して減少関数であ れば K 。 は増加することが 分かる。 

通常、 減衰要因としての 登録件数は、 短期的には増減があ っても長期的に 

は 増加関数であ るから、 図 1 におけるよ う に減衰係数は 時間経過と共に 減少 

する。 

図 1 から、 外部環境変化による 減衰係数の変化時点における 減衰係数 ( ム印 ) 

は、 減衰開始時点の 減衰係数 (0 印 ) あ るいは減衰開始時点の 減衰係数 (0 印 ) 

間を結ぶ線の 近傍にあ り、 減衰係数の変化時点における 減衰係数 ( ム印 ) は 式 

(2) によって与えられる 値をとると仮定してもよいであ ろう。 

( 3 ) 減衰係数値の 持続 性 

図 Ⅰからわかるように、 減衰係数は減衰開始時点あ るいは変化時点の 値を 

一定期間持続するという 特徴がみられる。 この持続性は、 権 利維持・放棄に 

関する要件の 変更がなければ、 減衰開始時点あ るいは変更時点における 登録 

特許に対する 意志決定の判断基準が 、 その期間は継続することを 意味してい 

る 。 

4 . まとめ 

技術知識の減衰関数における 減衰係数の長期的特性として、 三つの周期的変 

化が観測された。 図 1 左側の第一の 減衰係数系列は 導入技術に基づいた 改良 技 

術 開発の時代に、 図 1 真中の第二の 減衰係数系列は 自主技術開発の 時代に対応 
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するであ ろう。 現在は 、 図 Ⅰ右側の第三の 減衰係数系列にあ り、 研究開発成果 

の価値 ( 効用 ) に重点をおく 研究開発マネージメント 時代の到来を 示唆したもの 

といえよう。 
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表 Ⅰ 減衰係数 K 

  K々・   範囲 ( 年 ) 

 
 

D
 
m
W
 
V
 
 

②
④
⑧
⑪
⑱
⑯
⑰
 

1948 年登録特許 

1953 年登録特許 

1958 年登録特許 
1963 年登録特許 

1968 年登録特許 

1978 年登録特許 

1979 年登録特許 

1982 年登録特許 

1983 年登録特許 

1984 年登録特許 
1985 年登録特許 
1986 年登録特許 

35 . 55 
Ⅰ 4 . 30 
6 . 60 
2 . Ⅰ 7 

8 . 65 
3 . 8 Ⅰ 

2 . 63 
1 . 86 
1 . 95 
1 . Ⅰ 2 

1 . 83 
1 . 90 
3 . 24 
1 . 86 
3 . 19 
Ⅰ． 46 
Ⅰ・ 74 
Ⅰ・ 44 
2 . 39 
Ⅰ・Ⅰ 3 
1 . 0 Ⅰ 

0 . 92 

1948 ～ 1951 
Ⅰ 95 Ⅰ～ 1954 
  954 ～Ⅰ 960 
  960 ～ 1963 
  954 ～ 1960 
  960 ～Ⅰ 968 
  960 ～ 1973 
  963 ～ 1978 
  974 ～ 1978 
1968 ～ 1983 
  975 ～ 1983 
  978 ～Ⅰ 990 
  990 ～ 1993 
Ⅰ 979 ～ 199 Ⅰ 

Ⅰ 99 Ⅰ～ 1993 
198 Ⅰ～ 1 990 
  990 ～ 1993 
1982 ～ 1991 
1991 ～ 1993 
  983 ～ 1992 
1984 ～ 1992 
  985 ～ 1992 
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図 1 減衰係数 R: の長期的特性 
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